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令和８年度国分寺市特定教育・保育施設等に対する指導検査実

施方針 

 

１ 基本方針 

(1) 市の施策の方向性 

第２次国分寺市総合ビジョン（令和７年３月）においては、認可保育

所等において、子どもの最善の利益を考慮した安全・安心な幼児教育・

保育が行われるよう、基幹型保育所における各種研修等の実施と重大事

故・不適切な保育の未然防止に向けたサポート巡回の実施などにより、

保育人材の育成と事業者の運営支援の充実に取り組むとの方針を定めて

おり、保育の質の確保に向けた施策をその基軸とする。 

 (2) 教育・保育施設等に関する近年の動向 

相次ぐ施設内における虐待等の不適切事案を受け、令和７年10月施行

の改正児童福祉法等により、保育所等における虐待の通報義務等の仕組

みを設け、法律上、通報があった場合の自治体の対応の明確化が行われ

た。これらを踏まえてこども家庭庁は、令和７年８月に従前のガイドラ

インから「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に

関するガイドライン」に名称を変更した上で改訂を行った。 

当市においては、令和４年11月に発生した認可外保育施設における給

食中の誤嚥による死亡事故について、令和６年５月に東京都教育・保育

施設等における重大事故の再発防止のための事後的検証委員会による報

告書が公表されている。 

また、当市の特定教育・保育施設に関する動向としては、令和７年度

に幼稚園１園が特定教育・保育施設として確認を受け、今年度も認証保
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育所１施設が認可保育所に移行し、就労要件を問わず柔軟に利用できる

新たな通園給付として創設された誰でも通園制度（乳児等通園支援事

業）を行う者として８施設（旧制度の幼稚園２園を含む。）が認可を受

けた。令和９年４月には認可保育所が新たに開設を予定している。 

(3) 基本方針 

上記の状況を踏まえれば、保育の質の確保を図る取組の一環として、

特定教育・保育施設等に対する指導検査の役割は、一層重要なものとな

っている。 

全ての利用者（特定教育・保育施設等を利用する子どもをいう。）が

特定教育・保育施設等を安心して利用できるよう、子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、国

分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例（平成26年条例第23号。以下「市運営基準条例」という。）、国

分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成26年

条例第22号）、国分寺市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する

条例（令和７年条例第55号。以下「乳児等支援運営基準条例」とい

う。）、国分寺市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条

例（令和７年条例第30号）その他の関係法令等に基づき、令和８年度に

おいては本方針に定める重点項目を中心に指導検査を実施する。 

併せて、指導検査において指摘した事項については、改善状況を確認

できるまで継続的に指導し、特定教育・保育施設等の適切な運営及び提

供するサービスの質の向上を図ることとする。 

また、これらの指導検査の実施に当たっては、保育事務所管課と密接

な連携を図り、特定教育・保育施設のうち認可保育所の指導検査に当た
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っては、児童福祉法に基づく認可と指導検査の権限を持つ東京都とも密

接に連携して、効果的かつ効率的に行う。 

 

２ 指導検査の重点項目 

(1) 運営管理関係 

ア 職員の確保及び処遇 

(ア)職員配置基準に定める職員の員数及び資格を満たしているか。 

(イ)職員の状況を把握するため、雇用契約書、出退勤記録等が適正に

整備されているか。 

(ウ)職員の健康診断や労働条件に係る運用が適正に行われているか。 

(エ)職員の資質向上のための取組を適切に行っているか。 

イ 安全対策の徹底 

(ア)在籍児童に見合う基準面積が確保されているか。 

(イ)安全計画に基づく安全措置（研修及び訓練等）の実施並びに消防

計画に基づく避難訓練、救命救急訓練等の安全対策を実施している

か。 

(2) 保育内容関係 

ア 保育所保育指針の徹底 

(ア)子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を

尊重した適切な保育が行われているか。 

(イ)保育所保育指針に基づく全体的な計画及び指導計画の作成等がな

されているか。 

イ 児童一人一人に応じた保育の徹底 

(ア)児童の健康状態の把握が適正になされているか。 
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(イ)アレルギー疾患を有する児童等の状況に応じた食事の提供が適正

に行われているか。 

ウ 安全対策の徹底 

(ア)乳幼児突然死症候群の予防及び睡眠中の事故防止対策は徹底され

ているか。 

(イ)食事中の誤嚥及び窒息等の事故防止対策が徹底されているか。 

(ウ)プール活動・水遊び、園外保育時、送迎時その他保育中の事故防

止に配慮しているか。 

(エ)上記(ア)から(ウ)にかかる事故発生時の対応等が適切に行われて

いるか。 

(オ)食中毒・感染症予防対策が徹底されているか。 

(3) 会計経理関係 

（主に認可保育所。ただしエを除く。） 

ア 適正な会計処理の徹底 

(ア)会計基準等に従った適正な会計処理が行われているか。 

(イ)計算書類等が適正に作成されているか。 

(ウ)資金移動等に係る経理は、関係通知に基づき適正に行われている

か。 

(エ)保育所単位での資金管理（積立資産を含む。）が適正に行われて

いるか。 

イ 管理組織の確立 

(ア)会計責任者と出納職員を区分するなど、内部牽制体制が確保され

ているか。 

(イ)資産管理が適正に行われているか。 
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ウ 契約事務の適正化 

(ア)契約締結の必要性を文書により明確化し、契約の透明性、正当性

を第三者にも証明しうるものとしているか。 

(イ)契約締結に当たっては、入札の実施により透明性を確保している

か。また、随意契約は、関係通知等により認められた範囲において

適切に実施しているか。 

エ 適正な給付費等の請求 

施設型給付費（委託費）、地域型保育給付費及び乳児等支援給付費

の請求が適正に行われているか。 

(4) 子ども・子育て支援法施行関係 

児童福祉法及び学校教育法に基づく認可基準等を踏まえた上で、市運

営基準条例及び乳児等支援運営基準条例に定める基準が遵守されている

か。 

 

３ 実施概要 

(1) 対象施設 

ア 特定教育・保育施設（保育所・幼稚園） 

イ 特定地域型保育事業者（家庭的保育事業者） 

ウ 特定乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援事業者） 

(2) 実施形態 

ア 指導等 

(ア)実施方法 

原則として、特定教育・保育施設等に指導職員が赴き、実地にお

いて実施する。 
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(イ)実施単位 

特定教育・保育施設等を単位として実施する。 

(ウ)班編成 

１指導班当たりの指導職員は、原則として特定教育・保育施設に

あっては３名、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業

者にあっては２名で実施する。 

(エ)日程及び対象 

具体的な日程及び対象は、別に定める。 

イ 検査 

(ア)実施方法 

特定教育・保育施設等ごとに適宜日程を定め、実地に赴いて実施

する。また、必要に応じ、特定教育・保育施設等の関係者の来庁を

求め、執務室等において実施することができる。 

(イ)実施単位 

特定教育・保育施設等を単位として実施する。 

(ウ)班編成 

１検査班当たりの検査員は、原則として３名以上とする。また、

特定教育・保育施設等の状況により適宜体制を再編し、専門知識を

有する職員を加えて実施する。 

  ウ 集団指導 

(ア)実施方法 

     運営等に関する基準、過去の指導事例等について、講習等の方式

により行う。 

 (3) 選定方針 
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ア  選定時点 

原則として、令和８年４月１日時点で現存する特定教育・保育施設

等とする。ただし、年度途中に開設した施設については、必要に応じ

て指導検査の対象とする。 

イ  特定教育・保育施設の選定方法  

次に掲げる特定教育・保育施設を基本として市内の全ての特定教

育・保育施設から対象となる施設を選定することとする。 

(ア)過去の指導検査において、指摘事項の改善が図られていない特定

教育・保育施設 

(イ)苦情、通報等が多く寄せられており、その内容から運営状況の確

認を要する特定教育・保育施設 

(ウ)新規に開設された特定教育・保育施設 

(エ)前回の指導検査等から一定の期間を経過した特定教育・保育施設 

(オ)特定教育・保育施設で、東京都が児童福祉法に基づき指導検査を

行う施設（認可保育所） 

(カ)その他指導検査の実施が必要と判断される特定教育・保育施設 

ウ 特定地域型保育事業者の選定方法 

原則として、市内全ての特定地域型保育事業者を年に１回指導等の

対象とする。 

  エ 特定乳児等通園支援事業者の選定方法 

    原則として、市内全ての特定乳児等通園支援事業者から特定・教育 

保育施設の検査対象として選定された特定乳児等通園支援事業者を対 

象とする。 
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４ 関係団体等との連携 

(1) 東京都 

ア 児童福祉法に基づく都の指導検査との合同実施を行う。 

イ 指導検査結果等について、必要な情報交換を行う。 

ウ 都が認可する特定教育・保育施設（認可保育所）に違反疑義等が認

められた場合、必要に応じて連携を行う。 

エ 違反疑義等が複数の市区町村に関係する場合、東京都に総合的な調

整を依頼する。 

(2) 他市区町村 

違反疑義等に関する情報について共有し、必要な対応を行う。 

(3) 保育事務所管課 

子ども家庭部と連携し、指導検査の事前準備、当日の検査協力や立会

い、事後対応等を行う。 

 

５ その他 

 幼稚園においては、「保育」は「教育・保育」と、「保育所保育指針」

は「幼稚園教育要領」と、「全体的な計画」は「教育課程」と読み替える。 


